
- 1 - 

 

 

 

いちき串木野市有地売却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月６日 

いち き串木野 市 

 
 
 

 
市有地随時売却実施要領 

（売却説明書）



- 2 - 

売 却 手 続 き の 流 れ 

 

　○ 場　所　　　財政課　契約管財係　（串木野庁舎２階） 
　　※ 売却実施要領は市ホームページでもご覧になれます。 

　　○売却市有地位置図を参考に、必ず現地確認をしてください。 
　　※ 申し込みの際に「物件確認書」を提出してください。 
 

　　○ 場　所　　　財政課　契約管財係 
　　※ 提出書類 
　　　　・ 市有地譲渡申込書 
        ・ 住民票（個人）又は登記簿謄本（法人）等 
　　　　・ 市税納入状況確認承諾書又は在住地の市税等の納税証明書 
　　　　・ 物件確認書 
 

　　○ 売却が決定した後、売却決定通知書を送付します。 
 

○ 期  間　　　売却決定通知受領後 5日以内 
　　○ 場　所　　　財政課　契約管財係 
　　※ 契約の際、印鑑証明書、契約書に必要な収入印紙（６頁参照）及び契約保証金（契約金額の 

10％以上）が必要です。 
 

○ 期  限　　　納入通知書により指定した期日（契約の翌日から 30日以内） 
　　○ 金　額　　　売買代金から契約保証金を差引いた額（契約保証金は売買代金に充当します。） 
 

○ 期  限　　　代金納入後、遅滞なく財政課へ納入してください。 
　　○ 金　額　　　課税標準額の 15/1000（収入印紙） 
　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １，売却実施要領交付

 ２，物件の確認

 ３，譲渡申込書受付

 ４，売却決定通知書受領

 ５，契約書等の提出

 ６，売買代金の納入

 ７，登録免許税の納入
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売却実施要領（売却説明書） 

 
１，売却物件 
　　売却物件は、令和 8年 4月 6日号のお知らせ版及びホームページ掲載のとおりです。 
　　なお、都合により売却を中止する場合もありますので、事前に御確認ください。 
 
2，申込に必要な資格 
　①　地方自治法施行令第 167条の 4（6頁参照）の規定に該当しない者であること。 
　②　いちき串木野市税等を滞納していない者であること。 
 
3，譲渡申込、資格審査等 

　①　譲渡申込 
　　　　　　譲渡申込をする方は、「市有地譲渡申込書（様式第３）」に必要事項を記入・押印の上、添付資料を

添えて、財政課へお申し込みください。 
　 ※　申込は郵送での受付はしません。 

　　　※　申込に必要な書類は、必ず申込者御本人か、申込内容について説明できる方が直接持参してくだ

さい。 
　②　譲渡申込書の添付書類 
　　ア　法人：登記簿謄本又は登記事項証明書 
　　　　個人：住民票 
　　イ　物件確認書（様式第５） 
　　ウ　市税納入状況確認承諾書（様式第７） 
　③　申込期間 
　　土日祝日等を除く、平日午前 9時 00分から午後 4時 30分まで。 
　④　資格審査 
　　譲渡申込を行った方で、資格審査の結果、資格者であると確認された方に対し「市有地譲渡申込資格

確認通知書（様式第４）」を送付します。 
 

4，物件の確認 
　　物件については物件調書に概略を記載していますが、物件は現状有姿での引渡しとなりますので、必ず

事前に現地を確認し、法令等に基づく規制や諸条件等について関係機関へ問い合わせる等の調査を行って

ください。 
　　なお、現物と物件調書の数量等が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒むことはでき

ません。 
 
5，売却決定通知書の受領 
　　売却が決定したら「売却決定通知書（様式第６）」を送付します。 
 
6，契約の締結 
　  ①　申込者は、「売却決定通知書」を受領した日から 5日以内に契約書（記名押印したもの）及び契約

に必要な書類（印鑑証明書及び収入印紙）を提出してください。（収入印紙の額は 6頁に記載してあ
ります。） 

　②　契約の際に、契約金額の 10％以上の契約保証金を納付ください。（契約時に売買代金を一括払いす
る場合は、契約保証金は不要です。）なお、納入いただいた契約保証金は売買代金に充当します。 
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③　その他 
　　「売買契約書（案）」は、12頁から 15頁に記載しています。 

 
7，売買代金の支払方法 
　 支払方法は、次の①又は②のいずれかになります。 
　 ①　売買契約締結と同時に売買代金を一括納付する方法 
　　 ※　この場合、契約保証金は不要です。 
　 ②　売買契約締結と同時に契約保証金（契約金額の 10％以上の金額）を納付し、残金をいちき串木野市

が指定する期日（契約の翌日から 30日以内）までに納付する方法 
　　 ※　売買代金をいちき串木野市が指定する期日までに支払わなかった場合には、契約は解除となり、

契約保証金はいちき串木野市に帰属することになりますので御注意ください。 
　  　※　売買代金の分割納入は、できません。 
 
8，所有権の移転等 
　①　売買代金が完納されたときに所有権移転があったものとし、物件を引き渡すこととします。 
　②　所有権の移転登記は、売買代金完納後にいちき串木野市が直接行いますので、売買代金を納付された

ら、速やかに下記の書類等を御提出ください。 
　　・　納入通知書の領収書 
　　・　登録免許税額に相当する収入印紙（登録免許税額は 6頁に記載） 
　　※　所有権移転登記に必要な登録免許税、その他本契約の締結及び履行に必要な一切の費用は購入者の

負担となります。 
 
9，用途の制限 
　 申込者に対しては、売買契約において次の条件が付されますので、これらの定めに従っていただくこと
になります。 
　①　用途の制限 
　　・　風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第 2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第 5

項に規定する性風俗特殊営業、その他これらに類する業の用途に使用してはならない。 
　　・　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力団その他の反社会的

団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。 
　　・　分譲団地については、個人用住宅又は、集合住宅を建築する方（個人又は法人）とする。 
　②　違約金の徴収 
　上記の違反又は、契約を解除された場合は、売買代金の 1割に相当する金額を市に支払わなければな
りません。 

 
10，その他 
　①　地盤に関する調査は行っていません。住宅等を建築する際に行う地質調査等において、基礎補強をさ

れる場合でも当該費用は購入者の負担となります。 
　②　本実施要領に定めのない事項は、いちき串木野市契約規則及びいちき串木野市財務規則その他関係法

令等の定めるところによって処理します。 
 
11，お問合せ先 
　　いちき串木野市　財政課　契約管財係（電話　0996-33-5629・ＦＡＸ　0996-32-3124）　 
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(参　考) 
 

 
 

（一般競争入札の参加者の資格） 
第 167条の 4　　普通地方公共団体は、特別な理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号の
いずれかに当該する者を参加させることができない。 
１　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
２　破産手続開始の決定を受けて復権を有しない者 
３　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号

に掲げる者 
２　普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認め

られるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。

その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とす

る。 
　１　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をしたとき。 
　２　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若

しくは不正の利益を得るために連合したとき。 
　３　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
　４　地方自治法第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨

げたとき。 
　５　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 
　６　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実

に基づき過大な額で行ったとき。 
　７　この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
 

 

　※　上記の印紙税額は、令和 9年 3月 31日までの間に作成されるものについて定められたものです。 
 

 

　　※　課税標準額は、通常市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格（評価額）が使われます。 

 印紙税額表

 契　約　金　額 印　紙　税　額

 10万 1円 ～ 50万円 まで ２００ 円

 50万 1円 ～ 100万円 まで ５００ 円

 100万 1円 ～ 500万円 まで １，０００ 円

 500万 1円 ～ 1,000万円 まで ５，０００ 円

 1,000万 1円 ～ 5,000万円 まで １０，０００ 円

 5,000万 1円 ～ 1億円 まで ３０，０００ 円

 1億 1円 ～ 5億円 まで ６０，０００ 円

 登録免許税額

 
課税標準額　×　1.5％

 地方自治法施行令



7 

（様式第３） 
 

市 有 地 譲 渡 申 込 書 

 
 

令和　　年　　月　　日 
 
 
いちき串木野市長　殿 
 
 

申込者　住所 
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 
　　　　　　　　　　　　　　　　電話 
 
 
次のとおり市有地を買い受けたいので、市の関係条例、関係規則を遵守の上、申込

みます。 
 

 
財産の区分 □　土地　　　　　□　建物　　　　　　□　工作物

 
所　在　地

 
地目又は構造 数　量

 

申 込 理 由
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（様式第４） 
 

市有地譲渡申込資格確認通知書 

 
 

第　　　　号 
令和　　年　　月　　日 

 
 

様 
 

いちき串木野市長　 
 
 
先に申込みのあった市有地譲渡申込に係る申込資格について確認しましたところ、当

該申込資格者と決定いたしましたので通知します。 
 
 

記 
 
 
１，申込物件 
 
　　物件番号　　　　　　　 
 
　　所 在 地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（問合せ先） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちき串木野市役所　財政課　契約管財係 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　0996－33－5629 
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（様式第５） 
 

物 件 確 認 書 

 
 

令和　　年　　月　　日 
 
 
いちき串木野市長　殿 
 
 

（申込者）　住所 
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
いちき串木野市有地の売買契約に係る市有地譲渡申込において、私が譲渡申込をする

下記物件の法令に基づく規制、現状及びその他諸条件について十分確認いたしました。 
よって、後日これらの事項についていちき串木野市に対し、一切異議、苦情等は申し

ません。 
 

記 
 

 
 

 物 件 番 号 所　　　　　在　　　　　地
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（様式第６） 
 

売 却 決 定 通 知 書 

 
 

い串　財　第　　　　号 
令和　　年　　月　　日 

 
 

様 
 

いちき串木野市長 
 
 
市有地譲渡申込のありました下記の土地について、あなた様に売却することに決定し

たので、通知します。 
つきましては、土地売買契約を締結しますので、令和　　年　　月　　日（　）まで

に下記の必要書類等を御持参くださいますようお願いいたします。 
 
 

記 
 

 
 

 
物 件 番 号

 
所 在 地 番

 
価    格 円

 
提 出 期 限 　令和　　年　　月　　日（　）まで

 
提 出 場 所 　串木野庁舎　２階　財政課　契約管財係

 

提出書類等

 
契約書（２通）、実印 
印鑑証明書（3か月以内に証明されたもの） 
契約保証金（　　　　　　　　円） 
収入印紙（　　　　　　　　円）
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（様式第７） 
 

市 税 納 入 状 況 確 認 承 諾 書 

 
 
　いちき串木野市が行う市有地売却の申込要件確認のため、私の市税等の納入状況につ

いて、財政課において確認することを承諾します。 
 

 
令和　　年　　月　　日 

 
 
いちき串木野市長　殿 
 
 

　住所 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 
 
 
　※　この承諾書は、納税証明書の添付を省略するために提出いただくもので、納入状

況の確認結果は、いちき串木野市が行う市有地売却の申込要件確認以外の目的に

は使用しません。 
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土地売買契約書（案） 

 
 
　売主　いちき串木野市（以下「甲」という。）と買主　　　　　　　　（以下「乙」

という。）とは、下記のとおり土地売買契約を締結する。 
 
（売　買） 
第 1条　甲は、その所有する末尾記載の土地（以下「本件土地」という。）を現状有姿
のまま乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 

 
（売買代金） 
第 2条　売買代金は、金　　　　　　　　円とする。 
２　乙は甲に対し甲の発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納期限まで

に前項の売買代金から次条で規定する契約保証金を控除した額の全額を支払わなけ

ればならない。 
３　乙は、その責めに帰すべき事由により、納期限までに売買代金を甲に支払わないと

きは、納期限の翌日から納入日までの期間につき、年２．５パーセントの割合で計算

した遅延利息を甲に支払わなければならない。 
 
（契約保証金） 
第 3条　乙は、この契約締結と同時に契約保証金として、金　　　　　　円（売買代金
の額の 100分の 10以上）を甲に納付しなければならない。 
２　前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 
 
（所有権移転の登記） 
第 4条　本件土地の所有権は、乙が第２条の売買代金（支払いが遅延した場合には、遅
延利息を含む。）の全額を支払ったとき甲から乙に移転する。 
２　甲は、前項の規定により本件土地の所有権が移転した後、遅滞なく登記の嘱託を行

うものとする。この場合の登録免許税その他登記に要する費用は、乙の負担とする。 
３　乙は、本契約締結後速やかに所有権移転登記に必要な書類を甲に提出するものとす

る。 
 
（権利・負担の除去） 
第 5条　甲は、本件土地に抵当権、借地権その他乙の完全な所有権の行使を妨げる権利
があるときは、前条第２項の所有権移転登記申請までにすべて削除し、完全な所有権

を乙に移転する。 
 
（公租公課の負担） 
第 6条　本件土地の公租公課は、第４条第１項に規定する所有権移転の日の翌日以降乙
の負担とする。 
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（本件土地の引渡し） 
第 7条　甲は、第４条第１項により本件土地の引渡しがあったものとし、乙は、所有権
移転登記完了後受領書を甲に提出するものとする。 

 
（残置物の所有権放棄） 
第８条　甲が本件土地引き渡し後、本件土地上に残置した動産類については、甲はその

所有権を放棄したものとみなし、乙において随意処分しても異議を述べない。 
 
（契約不適合責任） 
第 9条　甲は、乙に対し、引渡された土地が品質に関して契約の内容に適合しないもの
（以下「契約不適合」という。）であるときは、引渡完了日から 3か月以内に通知を
受けたものにかぎり、契約不適合責任を負うものとする。 
２　甲が、乙に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補にかぎるものとし、乙は

甲に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、本契約の無効の主張、本

契約の解除、売買代金の減額請求および損害賠償の請求をすることはできない。ただ

し、前項の土地の契約不適合により締結した目的が達せられないときは、乙は、甲に

対し、本契約を解除することができる。 
３　乙は、甲に対し、本物件について第 1項の契約不適合を発見したときは、速やかに
通知して、修補に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければならない。 
４　甲は、乙に対し、本契約時に第 1項の契約不適合を知らなくても、本条の責任を負
うが、乙が本契約締結時に第 1項の契約不適合を知っていたときは、甲は、本条の責
任を負わないものとする。 

 
（用途の制限） 
第 10条　乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２
３年法律第１２２号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項に規定する性
風俗関連特殊営業その他これに類する業、又は暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する団体の事務所の用に供

してはならない。 
 
（実地調査等） 
第 11条　甲は、乙の本契約履行について必要があると認めるときは、乙に対し、随時
その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類、本件土地その他の物件を調査

（実地調査を含む。）し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること

ができる。 
２　乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。 
 
（違約金） 
第 12条　乙は、第 10条及び前条に規定する義務に違反したときは、第２条に規定す
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る本件土地の売買代金の１割に相当する金額を違約金として甲に支払わなければな

らない。この違約金は違約罰であり、第 1６条に定める損害賠償額の予定及び一部と
解しない。 

 
（契約の解除） 
第 13条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除すること
ができる。 

 
（返還金等） 
第 14条　甲は、前条に定める解除権を公使したときは、乙が支払った売買代金を返還
する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 
２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 
３　甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った遅延利息及び乙が本件土地に支出し

た必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 
 
（乙の原状回復義務） 
第 15条　乙は、甲が第 13条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期
日までに本件土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本件土地

を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することがで

きる。 
２　乙は、前項ただし書きの場合において、本件土地が滅失又はき損しているときで甲

が請求したときは、契約解除時の時価による減損額に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。 
３　乙は、第 1項のただし書きの場合において、乙の責めに帰すべき事由により、前項
に規定する損害以外の損害を甲に与えているときで甲が請求したときは、その損害に

相当する金額を甲に支払わなければならない。 
４　乙は、第１項に定めるところにより本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、本件土地の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 
 
（損害賠償） 
第 16条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その
損害の賠償を請求できる。 

 
（返還金の相殺） 
第 17条　甲は、売買代金を返還する場合において、乙が遅延利息、違約金又は損害賠
償金を甲に支払う義務があるときは、返還金とそれらの全部又は一部と相殺する。 

 
（契約の費用） 
第 18条　本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。 
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（住宅ローン利用の特約） 
第 19条　乙が、第２条の売買代金支払の一部につき、住宅ローンを利用する場合にお
いて、当該金融機関による融資決定が第２条第２項に規定する支払期限の 10日前ま
でに承認されないときは、甲又は乙は、本契約を解除することができる。 
２　乙は、前項の規定により契約解除を行うときは、詳細な事由を記載した書面により

甲に申請し、その承認を受けなければならない。 
３　第 1項の規定により契約を解除したときは、甲は受領した契約保証金を返還するも
のとする。ただし、乙が本契約に支出したその他の必要費用は、返還しないものとす

る。 
 
（疑義の決定） 
第 20条　本契約に規定された事項について疑義を生じ、又は本契約に規定がない事項
で必要が生じたときは、いちき串木野市の関係条例、規則その他関係法令の定めると

ころによるほか、甲乙協議して定めるものとする。 
 
（裁判管轄） 
第 21条　本契約に関する訴えの管轄は、いちき串木野市の所在地を管轄区域とする鹿
児島地方裁判所とする。 

 
 
（本件土地の表示）　　いちき串木野市 

 
　　この契約の締結を証するため、契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通
を保有する。 

 
 
 
　　令和　　年　　月　　日 
 
 
 
　　　　　　　　　　売払人（甲）　住所　いちき串木野市昭和通 133番地１ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　いちき串木野市長 
 
                    買受人（乙）　住所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

 所 在 地  目 地  積（㎡）
 


